
新たな保育の仕組み
(｢サービス保障の強化等＋財源確保｣案)

市場原理に基づく

直接契約・バウチャー方式

現行制度維持
（｢運用改善＋財源確保｣案）

○ 市町村が、就労家庭か専業主婦家庭か等の粗い
確認の下にバウチャー額を決定。

○ 利用確保されにくい者には、バウチャー額を上
乗せ。

◇ 保育所が保育の必要性・量について確認する方
法も考えられる。

○ 市町村が、

① 保育の必要性・量

② 優先的に利用確保されるべき子ども

(母子家庭、虐待等)かどうか

を判断。

※ 保育の必要性・量について、受入先

保育所の決定とは独立して判断を実施。

→ 客観的に必要性が判断された者に

対する例外ない受給権付与により、

需要も明確化。

※ 保育所に応諾義務（正当な理由なく
拒んではならない)と、優先的に利用

確保されるべき子どもの優先受入義務

○ 市町村が、

① 保育の必要性・量

② (需要が供給を上回る場合)利用希望者

間の優先度

③ 受入先保育所の決定

を一体として判断。

※ 受入先保育所が足りない場合は、

保育の必要性・量について、独立した

判断はなされず

(1) 基本的仕組

１ 保育の必要性等の判断

【想定される課題】
● 実際の保育の利用の可否・量・質等は、

事業者の設定する価格の支払いの可否によ
り決まるため、所得による階層化が避けが
たい。

● 優先的に利用確保されるべき子どもにつ
いて、バウチャー額の上乗せでは、確実な
利用確保が図られないおそれ。

◆ 保育所が確認する方法の場合、確実な確
認が難しく、財政膨張のおそれ。

【想定される課題】
● これまで抑制されてきた潜在的な保育需

要が顕在化するため、財源確保が必要。

【想定される課題】
● 保育の必要性・量の判断が独立してなさ

れないため、需要が明確にならない。
● 保育の実施義務の例外ともあいまって、

十分なサービス量の拡充が進まない。

○ 給付対象範囲(短時間就労者、求職者等)、優先的に利用確保されるべき子ども(母子家庭・

虐待事例等)の基本的事項については国が基準を設定。

○ その上で、地域の実情に応じた基準の設定を可能に（人口減少地域での子ども集団の保障、 きめ細かな判断基
準等）

○ すべての子育て家庭を対象。

（既存の財源を、就労家庭か専業主婦

家庭か等の粗い区分により、均等にバウ

チャー等で配分。）

(2) 判断基準の

設定

【想定される課題】
● これまで抑制されてきた潜在的な保育需要が顕在化するため、財源確保が必要。

【想定される課題】
● バウチャー額が不十分であれば、多額

の自己負担を上乗せしなければ利用でき
ず、女性の労働市場参加が十分進まない
（いわば価格により需給調整が図られ
る）。

● 一方、十分なバウチャーを支給するた
めには、財源確保が必要。
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